
（様式第２号）  

会 議 録                                
 

                     令和５年１０月３０日作成  

会 議 の 名 称                      

令和５年度第１回  

 

島本町情報公開・個人情報保護運営審議会  

 

会 議 の 開 催 日 時                       令和５年１０月２７日（金）１０時３０分～１１時３０分 

会 議 の 開 催 場 所                       役場地階  第四会議室  

公 開 の 可 否  可 ・ 一 部 不 可 ・ 不 可  傍 聴 者 数  １名  

非公開の理由（非公  

開  (会議の一部非公  

開を含む｡)の場合）  

 

出 席 者  
委 員  

有 澤 会 長 、 西 﨑 委 員 、 渕 本 委 員 、 小 西 委

員、福島委員  

事 務 局  
北河部長、吉川次長、馬場田課長、三浦主

査、鎌瀬  

会 議 の 議 題                      １．島本町情報公開制度の趣旨と解説の改訂について  

決 定 事 項 等  － 

審 議 等 の 内 容  別紙のとおり  

配 布 資 料  

・【資料１】改正内容対照表 

・【資料２】制度の趣旨と解説 

・【参考資料】 

島本町情報公開条例 

島本町情報公開条例施行規則 

島本町情報公開・個人情報保護審査会条例 

島本町情報公開・個人情報保護運営審議会条例 

島本町情報公開判定審査会設置要綱 

審議会等の会議の公開に関する指針 

 



令和５年度第１回島本町情報公開・個人情報保護運営審議会会議録  

 

日   時   令和５年１０月２７日（金）１０時３０分～１１時３０分  

場   所   役場地階  第四会議室  

出席委員   有澤会長、西﨑職務代理者、渕本委員、小西委員、福島委員  

欠席委員   東田委員、濵口委員  

事 務 局   北河部長、吉川次長、馬場田課長、三浦主査、鎌瀬 

 

 会長あいさつ、出席委員数及び会議の成立確認  

  

案  件  

１．島本町情報公開制度の趣旨と解説の改訂について  

 

～事務局説明～  

 

委  員：今後情報公開判定審査会には意見は聞かないような改正になると

思うが、昨年度の情報公開請求１１４件のうち、公開４５件、一

部公開６８件、非公開０件、不存在１件、審査請求０件となって

いる。ここ１０年ほど判定審査会は開催されていないとのことだ

が、審査請求に係る情報公開・個人情報保護審査会はどのくらい

開催しているのか。  

事務局：令和３年に１回開催している。  

委  員：その前は。  

委  員：令和元年、２年度は開催していない。  

委  員：令和に入ってからは１度しか開催していないとのことで、制度自

体がかなり成熟してきて、公開して良いもの、公開できないもの

の判断が精査されていると思う。  

委  員：情報公開を利用されている人数は何人ほどいるのか。延べではな

く請求者の実際の人数を教えて欲しい。  

事務局：おおよそとなるが、ここ５年は年間２０人前後となっている。  

委  員：判定審査会というのは、条例や規則で位置づけされているのか。  

事務局：条例や規則には特に規定されておらず、要綱のみでの設置となっ

ている。   

委  員：判定審査会が廃止されても、原課で判断に困った時には、事務局

の方で相談に乗るという考えで良いか。   

事務局：判定審査会については、設置要綱の中で委員１２名で組織すると

なっている。しかしながら、判定審査会を開かなければいけない

案件はセンシティブな内容を扱うケースが多いと認識している。



また、知見の少ない課長が集まって実際どこまで深い議論ができ

るのかという課題がある。かつ、現在は情報公開担当課である政

策企画課において、データベースで情報公開の判例等を見ること

ができ、所管課と政策企画課とで調整して公開非公開について判

断している。今回、判定審査会を廃止して現在の運用に合わせた

かたちでの改正を行いたいと考えている。  

委  員：１３条に利用者の責務とあるが、原課のほうから相談等あったり

するのか。  

事務局：近年は、担当課から相談等もなく正しく運用されているものと考

える。   

委  員：情報公開制度については条例を制定してからだいぶ経ち、成熟し

てきていると感じる。また、条例や規則での位置づけもないので

あれば、判定審査会は廃止しても良いのではないかと考える。  

会  長：判定審査会については、１２人も集まってセンシティブな情報を

扱うのは好ましくないと考える。所管課と情報公開担当課との話

し合いで良いと考える。  

    何か意見等あるか。  

委  員：問題ないと考える。  

委  員：情報公開請求について、最終的に町長名で公開非公開の決定通知

を出すのか。それまでに稟議を上げると思うが、その際には総合

政策部、所管課、町長、副町長まで見ることとなるのか。  

事務局：情報公開の決定通知は、各実施機関の長名で出すこととなってい

る。例えば、教育委員会が請求を受け付けた場合には教育長名で

送付することとなる。その際の決裁の方法としては、所管課の部

長決裁、政策企画課及び総合政策部長まで合議の後、所管課から

通知するということとなる。  

委  員：では、所管課と情報公開担当課が並列というかたちでの決裁とい

うことか。  

事務局：あくまでも処分自体は情報公開請求のあった実施機関となる。  

委  員：５２、５３ページで電磁的記録は他にもあるかと思う。「電磁的

記録の内容に非公開情報があり、この非公開情報を実施機関の所

持する機器や技術で容易に分離することができない場合は、全部

非公開とする。」としてはどうか。  

事務局：委員ご指摘の通り、文言については録音テープ・ビデオテープに

限定しないほうが良いかと思うので、そのように修正する。  

委  員：５４ページについて、「ただし・・・」以下が抹消されているが、

音声や映像に非公開部分がある場合はどうするのか。  

事務局：非公開部分の記述が漏れていたため、解説部分に記載した内容の



運用を記載したいと思う。   

委  員：最終的な公開非公開の決定にあたって、法務部署のチェックは入

るのか。他の自治体をみていると運用がそれぞれ違うが、情報公

開の決定にあたって、法務部署が絡んでいるところはおかしな内

容での審査請求はあまりないように感じる。法務の専門部署に確

認してもらった方が良いのではないか。  

事務局：本町の法務担当は総務・債権管理課となっているが、情報公開の

公開非公開を判断するにあたって、総務・債権管理課が関与する

という仕組みにはなっていない。先ほどお伝えしたとおり、政策

企画課において過去の判例を確認しながら公開非公開について検

討するというかたちをとっていることから、情報公開に関しては

政策企画課が法制執務的な役割を担っていると認識している。  

委  員：今後、他の法律や条例に変更があり、この趣旨と解説で軽微な改

正が必要であった場合、その都度審議会に諮るのか。  

事務局：今回解説本については、冊子として作成するのではなくファイル

形式で差替え可能なかたちでの作成を考えている。併せて、軽微

な修正等は事務局で修正し、修正後審議会の委員のみなさまにご

報告というかたちにしたいと考える。  

委  員：その方が良いと思う。   

会  長：他になにかあるか。  

委  員：特になし。  

会  長：その他、ご意見等なければ審議会を終了する。  


